
 

 

令和７年度 認定こども園 東別所幼稚園 重要事項説明書  

 

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  学校法人  東桜学園  

事業者の所在地  太田市飯塚町１１１３番地９  

事業者の連絡先  ０２７６－４５－２５０５  

代表者氏名  髙草木  英夫  

 

（２）施設の概要  

種別  幼保連携型認定こども園  

名称  東別所幼稚園  

所在地  太田市飯塚町１１１３番地９  

連絡先  

（電話番号）０２７６－４５－２５０５  

（ＦＡＸ番号）０２７６－４６－４３８３  

施設長氏名  髙草木  順子  

開設年月日  昭和４８年４月１日  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号・新２号    １６人  １０４人  １２０人  

２号・３号   １８人  ２４人  ７８人  １２０人  

合計   １８人  ４０人  １８２人  ２４０人  

当園の基本理念・方針  

学校教育法の精神に則り、人間形成の基礎を培う最も大切なこの  

幼児期に、適切な教育環境を整備し、望ましい経験や活動を通して、

何事にも一生懸命取り組み、社会に適応し活躍できる秩序と判断力

を持った子どもの育成を目指している。  

気付く心・考える頭・生きる力・思いやりの心・チャレンジ精神を  

育てる。  

褒めて認めて大きな自信に繋げ、自己肯定感を高めながら、無限の  

可能性を引き出し伸ばしていく事に力を注いでいる。  

 



 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  ３１４６．０２  ㎡  

園庭  １１７７．７９  ㎡  

園舎  

構造  鉄骨造  ２階建  

延べ   １７２６．１１㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室   １０室   

遊戯室   １室   

支援室   １室   

調理室・調理設備   １室   

医務室   １室   

職員室   １室   

便所  ５室   

 

（５）職員体制（令和  ７年 ３月 １日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長   １人  １人   人   

副園長   １人  １人   人   

主幹教諭   ２人  １人   １人   

保育教諭  ２０人  １２人  ８人   

非常勤講師  １人  人  １人   

子育て支援職員   １人  人  １人   

事務職員   ２人  ２人   人   

運転手   １人  人   １人   

英語講師   １人   人  １人   

体育講師   ３人   人  ３人   

     

※県条例第６条の規定に基づく員数を下回らない限りで児童数に応じて変動するものとする。  



 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号・新２号認定子ども（教育標準時間認定）】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

保育時間  教育標準時間  午前１０時００分～午後２時００分（４時間）  

預かり保育  保育時間  午後２時００分～午後５時００分  

休業日  

土曜日・日曜日・祝日  

夏季（７月２８日～８月２８日）  

冬季（１２月２５日～１月６日）  

春季（３月２４日～４月８日）  

 

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間）  

保育短時間  午前８時３０分～午後４時３０分（８時間）  

延長保育  保育短時間  

午前７時３０分～午前８時３０分  

午後４時３０分～午後６時３０分  

開所時間  

月～金曜日  午前７時３０分～午後６時３０分  

土曜日  午前７時３０分～午後２時００分  

休業日  日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）  

特別保育日  

お盆期間、行事振替休日、年末年始休業日の前後、  

年度末・年度初めの日の前後については午後３時３０分までの  

お迎えにご協力下さい。  

 ※閉所時間は午後６時３０分です。それ以降の延長はできません。  

 

【２歳児預かり保育】※当園の満３歳児入園希望者対象  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

保育時間  午前８時３０分～午後２時４５分（１月～３月は午後２時まで）  

休業日  土曜日、日曜日、祝日、年末・年始、夏季・冬季・春季休み  

 



 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料）  

３歳～５歳児は無償（年少以上）  

満３歳児の２号認定及び３号認定は住民税非課税世帯のみが無償  

施設整備費（入園時）  施設整備の維持更新にかかる費用   ２０，０００円  

入園受入準備費（入園時）  入園までにかかる費用    ３，０００円  

諸費用（年度初め）  行事や保育にかかる費用（教材費等）    ３，０００円  

特定負担金  英語、体育、ダンス等の外部講師委託料  月額２，０００円  

バス利用料  バス通園者  月額２，５００円  

バス保険料  バスの保険代（バス通園者）  年額   ５００円  

バス維持管理協力費  バス通園者以外（園外保育利用等）  月額   ５００円  

給食費  

１号認定、新２号認定  

月額２，０００円（主食費）  

月額６，８００円（副食費）  

２号認定  

月額２，０００円（主食費）  

月額７，８００円（副食費）  

おやつ代（延長保育）  １号認定、新２号認定  日額   １００円  

アルバム代  年長児  月額   ９５０円  

制服等用品代  

※１４０ｃｍ以上は割増料

金になります。  

※値段は変更になる場合が

あります。  

オリジナルサブバッグ    １，２００円  

通園カバン    ４，０９０円  

防災頭巾セット（カバーのみは 890 円）   ３，２３０円  

スモック（袖のみは１，２００円）    ３，９５０円  

体操着  半袖    ２，５００円  

ショートパンツ    １，７００円  

体操着  長袖    ２，３００円  

体操着  長ズボン    ２，４００円  

運動帽子（フリーサイズ）    １，０００円  

通園帽子    ３，０１０円  

ブレザー    ７，９００円  

ブラウス    ２，２１０円  

スカート、半ズボン    ６，０００円  

黒ハイソックス      ５４０円  



 

夏服    ３，８００円  

夏帽子    ２，５５０円  

ＰＴＡ会費  ＰＴＡ会費：300 円  記念品代：100 円    月額４００円  

その他  

預かり保育（１号認定）  １時間  １５０円  

預かり保育（新２号認定）※１  １時間  １５０円  

延長保育（２号認定）※２  １時間  １５０円  

２歳児預かり保育  保育料（給食費込） 月額２８，８００円  

留意事項  

※１  ４５０円／日×利用日数（月最大１１，３００円）まで  

無償です。（要申請）  

※２  短時間認定の午後４時３０分以降の料金です。  

なお、特定負担金、給食費、バス利用料、バス維持管理協力費、  

アルバム代につきましては、年間の費用を１２ケ月で割った金額となっ

ておりますので、８月も同様にお引き落としさせて頂きます。  

※  年長児につきましては、卒園観劇開催決定後、観劇代９００円を徴収

させていただきます。  

 

（８）支払方法  

原則として銀行引き落とし。（毎月２５日）  ※４、５月は集金袋にて集金します。  

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  

１）子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供しま

す。  

２）学校法人東桜学園が子どもの発達に応じて必要と判断する教育（英語・体操または

園外における教育活動など）・保育を提供します。  

 

 

 

 

 



 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４  入園式・進級式・避難訓練  

５  歯科検診・交通安全教室・避難訓練  

６  内科検診・体育参観・避難訓練  

７  夏祭り・サマーナイトパーティ・避難訓練  

８  避難訓練  

９  入園願書受付・避難訓練  

１０  運動会・親子企画・避難訓練  

１１  内科検診・避難訓練  

１２  発表会・クリスマス会・避難訓練  

１  英語参観・避難訓練  

２  節分豆まき・保育参観・避難訓練  

３  Thank you ceremony・さよならゲーム大会・避難訓練・卒園式  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  

【１号認定子ども】  

  施設の管理者が定めた選考方法による  

【新２号・２号・３号認定子ども】  

  市が行う利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

  １号・新２号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき  

（卒園を含む。）  

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

  園に対して過度な異議、教育・保育の妨げとなる要求をしたとき  

  利用料金及び実費等の費用の滞納を３か月以上したとき  

  園の名誉を棄損するような行為があったとき  



 

利用に当たっての  

留意事項  

･ 登園は午前９時３０分までにお願いします。  

･ 当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は、  

午前７時４０分までに連絡アプリでご連絡ください。（緊急時は電話可） 

･ 熱が３７．５℃以上ある場合は登園を控えてください。（ご家族に  

体調の悪い方がいる場合は、登園を控えて頂く場合があります。）  

また、登園後に３７．５℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせて  

いただきます。  

 

（１２）学校医・嘱託医  

医療機関の名称  うるしばらクリニック  

医院長名  漆原  史彦  

所在地  足利市借宿町６１０－７  

電話番号  ０２８４－７３－１２１２  

 

（１３）学校歯科医・嘱託歯科医  

医療機関の名称  まきいこども歯科  

医院長名  牧井  覚万  

所在地  太田市細谷町８７－２７  

電話番号  ０２７６－６１－３３１８  

 

（１４）学校薬剤師  

医院長名  遠藤  正明  

所在地  邑楽郡大泉町坂田５－６－１０  

電話番号  ０２７６－５５－８１１１  

 

 

（１５）緊急時における対応方法  

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子ども

の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

 



 

【管轄する消防署】  

消防署名  東部消防署九合分署  

所在地  太田市飯塚町８７－１  

電話番号  ０２７６－４６－９１１９  

【管轄する警察署】  

警察署名  太田警察署・太田中央交番  

所在地  太田市飯塚町１３１５－１  

電話番号  ０２７６－４５－３３８３  

 

（１６）非常災害対策  

防火管理者  髙草木  英夫  

消防計画届出年月日  令和５年２月９日  

避難訓練  火災及び地震を想定して避難及び消火の訓練を月１回実施します。 

防災設備  消火器、誘導灯、火災報知器等を備えています。  

避難場所  園庭グランド、なかよし公園、運動公園  

緊急時の連絡手段  電話、連絡アプリ、ホームページ等  

 

（１７）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  髙草木  順子（園長）  ０２７６－４５－２５０５  

相談・苦情解決責任者  髙草木  順子（園長）  ０２７６－４５－２５０５  

第三者委員  

長  正祐  

清水  裕一  

天笠  秀昭  

 

【要望・苦情等への対応方法】  

相談者からの相談・要望（苦情）等を受付けた場合には、子どもの教育上最善を図るための  

適切な対応を行い、必要に応じた改善を図るように努めます。  

 

 

 



 

（１８）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  東京海上日動  園児傷害保険  

保険の内容  死亡・後遺障害・入院・通院  

保険金額  ５０００万円（１人）  ５億円（１事故）  

 

（１９）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、  

当法人本部内で厳重に管理され、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に

提供することはありません。  

 


